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令和元年９月第５回定例会は９月３日から
９月26日までの23日間開催しました。

一般会計補正予算
６億86万6千円 減額可決
（補正後の総額は162億5,832万８千円）

９月定例会報告

一般会計補正予算の主なもの

人 事 案 件

教育委員会委員の選任
に同意した方

加賀　 保 氏

市庁舎建設事業
(継続費への変更)

　９月定例会最終日に、平成30年度の決算を審査する決算特別委員
会を設置しました。委員会は閉会中に審査を行い、12月定例会で結
果を報告します。

委員長　平田 清吉　　副委員長　西 　洋子
委　員　徳川 禎郁　池田 芳隆　高瀬 堅一　井上 光浩
　　　　福屋 法晴　本村 令斗

子ども・子育て支援事業
(幼児教育・保育無償化)

決算特別委員会を設置しました

▲9億4,186万円 3,202万4千円

○会計年度任用職員制度導入に係る条例を含む
17条例の制定・改正を承認

　令和２年４月１日から導入される会計年度任用職員制

度に伴い、関係する条例の制定及び改正の提案がありま

した。条例の制定・改定の理由として、現在、市の職員

には、一般職の正職員、特別職の非常勤職員、一般職の

非常勤職員、臨時補助員、臨時的任用職員という任用形

態があり、その中の一般職の非常勤職員、臨時補助員が

会計年度任用職員に移行することなどによるものです。

会計年度任用職員には、給料のほか期末手当、通勤手当

など各種手当が支給されるフルタイムの会計年度任用職

員と、報酬、期末手当、費用弁償などが支給されるパー

トタイムの会計年度任用職員があります。また、特別職

の非常勤職員のうち、任用要件の厳格化に伴い、特別職

の要件から外れる主な職である町内嘱託員、衛生員、農

家振興組合長、校区公民館長などは、委託業務への切り

替えが行われます。会計年度任用職員へ切り替わるもの

は、交通指導員、子ども・子育て相談員、女性福祉相談

員、就労促進指導員などと説明がありました。

○一般会計補正予算(第３号)を承認
　補正の主なもの
・継続費の補正

市庁舎建設事業において、発注に係る基本方針の見直

しに伴い工事期間に変更が生じ、年度ごとの工事費支

払い割合に変更が生じたため、継続費の年度及び年割

額を変更するものです。

・消防費(災害対策費)　880万５千円

人吉東小学校における施設の一部を、避難所として環

境整備を行うものです。

・教育費(学校管理費)　700万円

第一中学校、第三中学校の焼却炉解体工事費です。

総務文教委員会報告 ●委員長　宮﨑 保　　　●副委員長　牛塚 孝浩
●委　員　徳川 禎郁・犬童 利夫・本村 令斗・西 信八郎

避難所として整備する東小学校会議室

道路橋梁災害復旧事業(補助)
(戸越草津線道路災害復旧工事ほか)

480万円
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○一般会計補正予算(第３号)を承認
・幼児教育･保育の無償化に係る事業費･･ 3,202万4千円

令和元年10月から予定されている事業の内容は、幼稚
園、保育所、認定こども園を利用する３歳児クラスか
ら５歳児クラスまでの全ての子ども達の施設利用料が
無償化され、おかず・おやつ代等の副食費は、国の無
償化児童を除き保護者負担となりますが、熊本県多子
世帯子育て支援事業の対象となる18歳未満の子が３人
以上いる世帯の３歳児クラスから５歳児クラスの第３
子以降の子ども達の副食費は免除となる助成金が計上
されています。０歳児クラスから２歳児クラスまでの
子ども達は住民税非課税世帯を対象として施設利用料
が無償化されます。また無償化の期間は、認定こども
園等１号認定を受けた子どもは、認定を受けた月、誕
生日の翌月から対象となり、保育園等を利用するこど
もについては、年度途中で満３歳になっても翌年度４
月からの利用料が無償となり、また年度途中で満６歳
になってもその年度の３月までの利用料は無償となり
ます。一方、幼稚園については学校教育法上満３歳に
なった日から入園できるとされていることや、現行の
幼稚園奨励費も満３歳から補助対象としていることと
いったほかの施設、事業にはない事情も踏まえ、満３

歳から無償化の対象となります。
・プレミアム付商品券発行に係る事業費････ 4,600万円
・眼科検査機の購入費･･･････････････････ 121万4千円

３歳６カ月児健康診査での視力検査の精度を上げ、治
療が必要な弱視等の見逃しを避けるために新たに購入
するものです。

○特別会計補正予算５件を承認
　主に前年度繰越金の確定や人事異動に伴う人件費の増
減に伴うものですが、介護保険特別会計では、来年度か
ら地域包括支援センターの運営業務を委託するための準
備として債務負担行為の追加補正が計上されています。
○会計年度任用職員制度導入に係る条例を含む

７条例の改正を承認
　令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が導入さ
れることに伴うもののほかに、国の上位法の一部改正に
伴い、市の条例の一部を改正するものです。
また、人吉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ
いては、11月５日から住民票等への旧姓併記の制度が開
始されることに伴い、手続きをした場合に旧氏で表した
印鑑も登録できるように市の条例も改正するものです。
また、マイナンバーカードも手続きをした場合に、旧氏
で併記されることができるようになります。

厚 生 委 員 会 報 告 ●委員長　高瀬 堅一　　●副委員長　松村 太
●委　員　池田 芳隆・塩見 寿子・平田 清吉・井上 光浩

　令和元年７月31日に人吉市総合福祉センターにおいて、厚
生委員会と人吉市保育園連盟の皆さまで「令和元年10月から
始まる保育園無償化に対する人吉市としての今後の展望」を
テーマに意見交換会を行いました。
　意見交換会では、保育園連盟から、小中学校と同じく給食
費千円補助、児童手当からの徴収等給食費滞納者に対する対
応、現在の支給認定の見直し等軽度障がい児に対する対応の
改善、５歳児健診の完全実施、療育相談員の増員等の項目を
要望事項に挙げられ、連盟が試算した人吉市の負担額の変動
について説明を受け、「予算の軽減が図られ、予算に余裕が
できるなら、子どもたちのさらなる環境改善に使ってほしい」
との依頼がありました。
　議員から「要望の優先順位は」との質問に対し、連盟側は「優
先順位は難しい。他市町村では免除の話が出ている給食費の
補助が目立ってくるのでは。軽度障がい児に対しては、早期
対応できないと、小学校入学時に学級崩壊等につながる可能
性があるので問題と考える。保育園では、幼少期からの対応
について保健センターを通じて啓発をしている。子どもたち
のさらなる環境改善の充実に使ってほしい」との申し出があ
りました。
　議員から「軽度障がい児の相談はふえている、また療育相
談員の増員も認識している」「軽度障がい児の対応も小中学
校で問題になっている。年齢が上がるほど保護者の理解を得
るのは難しい。０歳児などで気づける時点で専門医の診断を
受け、保護者自身に早い療育の必要性を伝える方法を検討し
たことがあるが、小中学校の先生たちと意見を交換する機会
をつくっていただくとよいのでは。また、入学時健診時に項
目をふやし、機会をふやすことがよいのではないか」との意

見・提案がありました。連盟側は「軽度障がい児は０歳児か
ら成長に問題があると感じるが、保護者の理解等のこともあ
り、年齢に応じてできる限りの支援はしている」「３歳６カ月
ぐらいまでは市の健診があるので、保健センターと連携しな
がら支援が必要な場合はつなげるようにしているが、保護者
の理解が難しい場合がある」「３歳８カ月で健診が終わるので
対応ができなくなる」「３歳健診後の転入者は保健センターと
のつながりがないため、５歳児健診を完全実施することで小
学校入学前までの支援が可能となる」「現在の５歳児健診は保
護者によるアンケートなので、支援が必要な子どもが全て把
握できているわけではない。家庭のルールでの生活に問題が
なくても、小学校に入学したら社会との関わりが発生するの
で、そこで初めて気づくこともある。５歳児健診を行うことで、
社会に出る前に発見できることもあり重要だと考える。」との
意見が出されました。
　議員から「消費税増税分は福祉に使うと明言されているの
で期待はしている。今後も半年に一度くらいはこのような会
を開催して、情報交換ができるとありがたい」と提案があり
ました。
　また、議員から「滞納状況は」との質問に、連盟側は「保
育料の滞納状況として、ある保育園の昨年の状況の約３％程
度である。給食費の滞納も出てくるのではと考えている。」と
回答し、滞納者に苦慮しているとの認識は、議員、連盟側も
同じであるという認識を持ちました。
　最後に委員長から「子どもたちのために保育園運営の努力
をされていると理解できた。今後も、連盟としても執行部側
に対しても行動を起こしていってほしい。」とまとめて閉会し
ました。

保育園連盟の皆さまとの意見交換会を行いました
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○一般会計補正予算(第３号)を承認
　経済部関係の主なものは、下城本地区における水路を改
修するための測量設計業務委託料、私有林内に開設する作
業道に係る事業補助金と私有林における間伐の促進や間伐
材の利用拡大を図るため、間伐材流通経費の一部を助成す
るくまもとの森林利活用最大化事業補助金、人吉市繁殖肉
用牛導入等資金貸付基金への原資の積み立て等です。
　建設部関係の主なものは、老朽化に伴いパトロール車を
購入するための備品購入費、公共施設等適正推進事業債と
して取り組む公園施設外柵等改修工事費、７月13日から
14日にかけての梅雨前線豪雨により発生した、現年災公
共土木施設災害復旧工事として戸越草津線外４件における
路肩崩壊に対する災害復旧工事費等です。
　なお、公園施設改築等の工事については市内12の公園
が該当し、今年度から令和３年度にかけて、公園の外柵や
照明灯、ベンチなどを整備していく予定です。
○人吉市工業用地造成事業特別会計補正予算(第１号)を承認
　歳入歳出予算の総額に、それぞれ1,000万円を追加し、歳
入歳出の総額をそれぞれ4,688万５千円とするものです。
　これは、７月13日の集中豪雨により、被災箇所の後背地
からの浸透水が集中し、調整池法面周辺部の土圧が増加し
たことにより、張りブロックが被災したものと考えられる
ことから、工業用地災害復旧事業債を財源とした一般会計
繰入金を活用し、災害原形復旧工事を行うものです。

○農道整備(拡幅・舗装)に関する陳情書を不採択
　陳情の趣旨は、温泉町にある農道(幅員２メートル)の劣
化が進展しており、農耕車等の効率的な運用を通しての農
業上の利用の増進や安全確保、緊急車両等の対応等も含
め、拡幅と改良が必要なため農道の幅員を４メートルとす
る農道整備をお願いするものです。
　審査の過程において、執行部より「農道に隣接する耕作
放棄地が解消されていない」、「土地の提供の確実性がない
といった課題がある」との説明があり、委員から「前期も
同趣旨の陳情が提出されているが、状況に変化がない」、「課
題を解決してからもう一度提出してもらったほうがいいの
では」との意見があり、採決の結果、賛成少数で不採択と
決しました。

経済建設委員会報告 ●委員長　宮原 将志　　●副委員長　田中 哲
●委　員　西 洋子・豊永 貞夫・福屋 法晴・大塚 則男

○新市庁舎建設に関する特別委員会を設置
　人吉市議会では、新市庁舎建設に関する諸問題の調査
を目的として、全議員18名をもって構成する特別委員会
を令和元年６月17日に設置し、これまで６回にわたって
特別委員会を開催しました。
○発注方針と設計見直し等について審議
　新市庁舎の発注方針は、建築・電気・機械工事を一括
して発注、発注方式はＪＶ方式、構成員数は２者又は３
者、代表構成員は総合評点値1,500点以上、5,000㎡以
上の免震施工実績があること、代表以外の構成員は本市
格付Ａ１等級「建築一式」に登録、ただし、必ず市内に
本店を有するＡ１等級の者が入ること、予定価格の事前
公表、入札成立条件は参加申込数２企業体以上、工期は
全体25か月(余裕期間３か月、実工期22か月)、電気設備
工事及び機械設備工事に係る金額の10％以上の金額を市
内企業(市内に本店、主たる営業所を有する者又は誘致
企業)へ下請け契約又は資材発注を行うこととするとの
説明がありました。
　設計見直し内容は、公共工事最新単価への更新、見積
書の再検討、什器整備計画に基づくシステム収納庫の工
事追加、消費税改定、本工事から一部の工事分離、電気
設備工事、機械設備工事を分割発注から一括発注とした
いとの説明がありました。

○委員から出された主な意見
　委員から「本体工事から分離した工事を市内業者に発
注し、本体工事は大手１社単体を要件にする方向になっ
ているのでは」という意見には「市内に本店を持つもの
が必ず構成員として入るＪＶ方式を採用したい」との説
明。「分離した工事の取りやめの可能性」には「全体事
業費の執行状況を見据え、市庁舎建設附帯２期工事で事
業費の圧縮案も議会に諮りながら設計をまとめたい」と
の説明。「工事を分離せずに工事費を増額して補正予算
で対応できないのか」には「現計予算内での発注を最優
先としたい」との説明。「熊本県内に本店を有する建設
業者への発注はできないのか」には「本工事に求められ
る技術的能力等について、高度な技術的特性の担保、免
震工事の実績・必要性について、設計図書のみでは推し
量ることができない高度な技術的判断で施工精度を確保
していく必要があること、事業費規模も大きく、定期的
に資材費、労働費の支払い等が必要になり安定した経済
的基盤が必要であることが理由である」との説明があり
ました。
○今後のスケジュール等
　今後の予定については、入札参加の申請期間を９月24
日までと設定、10月29日に開札を行うとのことで、引
き続き、慎重かつ適切に入札手続きを進めるとの説明が
ありました。
　また、今後の予定価格の事前公表については、引き続
き工事指名審査会等で議論し、議会に対し相談・説明を
行っていきたいとのことでした。

新市庁舎建設に関する特別委員会報告
●委員長　福屋　法晴　　●副委員長　豊永　貞夫　　●委員　全議員

都市計画道路下林願成寺線(鬼木町)

　市のホームページに詳細な審議内容
を公開しています。左のＱＲコードを
読み込んでごらんください。
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る
同
一
住
所
に
対
す

る
緊
急
時
の
対
策
は
。

　

調
査
の
結
果
、
本
市
に
は
２
３
６
カ
所
存
在
す
る
。

こ
れ
ま
で
不
都
合
は
な
か
っ
た
が
、
火
災
や
救
急
時

に
対
応
の
遅
れ
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な

ら
な
い
よ
う
、
消
防
本
部
と
情
報
を
共
有
し
、
安
全
・

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
。

　

耕
作
放
棄
な
ど
の
農
業
問
題
対
策
と
、
定
年
退
職

者
向
け
就
農
支
援
制
度
を
新
た
に
策
定
で
き
な
い

か
。　

　

農
地
貸
借
は
農
地
中
間
管
理
機
構
の
活
用
を
促

し
、
新
制
度
策
定
は
、
課
題
を
調
査
研
究
し
て
検
討

し
た
い
。

　

く
ま
り
ば
の
認
知
度
向
上
と
、
温
泉
の
名
称
を
つ

け
て
ほ
し
い
。

　

総
合
交
流
館
と
し
て
、
情
報
発
信
手
法
の
検
討
や

視
認
性
の
高
い
看
板
設
置
、
温
泉
名
称
は
検
討
し
た

い
。

同
一
住
所
二
重
存
在
へ
の
対
応
、

農
業
問
題　

他

牛塚　孝浩

動 画 視 聴

問問問 答答答

　一般質問とは、年４回行われる定例会で、議員が市に対して政策の見直しや新たな政策を提
言する議員の重要な活動の一つです。
　９月定例会では、９月10日から12日までの３日間で17人の議員が登壇し、さまざまな視点
から活発な議論が行われました。
　その要旨を各議員が報告します。掲載は質問順としています。
　各議員の項目にあるQRコードをスマートフォン等の専用アプリで読み取ると、一般質問の
録画画像がご覧いただけます。

～市政の内容を問う～
一 般質問

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

一
般
質
問
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大
規
模
災
害
に
備
え
、
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
を

策
定
す
べ
き
で
は
。

　

市
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
と
い
う
責
務
を

全
う
す
べ
く
、
同
計
画
の
策
定
は
必
要
と
認
識
し
て

お
り
、
早
い
時
期
に
策
定
す
る
。

　

道
の
駅
「
人
吉
」
で
の
農
産
物
等
の
販
売
に
つ
い

て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　

物
産
館
内
外
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
農
産
物
や
生

鮮
食
品
等
を
は
じ
め
、
ほ
か
の
物
産
に
つ
い
て
も
販

売
拡
大
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　

市
の
財
源
確
保
策
と
し
て
、
公
共
施
設
や
ゴ
ミ
袋

な
ど
へ
の
広
告
掲
載
事
業
や
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
導

入
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　

広
告
掲
載
事
業
や
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
に
つ
い
て

調
査
・
検
討
し
、
収
入
を
増
や
す
よ
う
努
め
て
い
く
。

　

学
童
保
育
を
担
当
す
る
支
援
員
資
格
取
得
は
今
年

度
ま
で
は
経
過
措
置
だ
が
、
現
在
の
「
放
課
後
児
童

支
援
員
」
の
人
数
と
、
発
達
障
が
い
児
童
の
受
け
入

れ
で
支
援
員
不
足
の
場
合
、
本
市
と
し
て
人
員
派
遣

な
ど
は
で
き
な
い
か
。

　

条
例
で
は
学
童
ご
と
の
単
位
に
２
名
以
上
必
要

で
、
う
ち
１
名
は
補
助
員
で
も
よ
い
。
現
在
23
名
の

資
格
所
持
者
が
従
事
さ
れ
て
い
る
。
支
援
員
派
遣
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

　

今
年
度
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
の
た
め
に
、

全
公
務
員
に
取
得
義
務
化
の
報
道
が
あ
る
が
、
本
市

と
本
市
職
員
の
取
得
状
況
と
普
及
対
策
は
。

　

本
市
は
13
・
99
％
、
市
職
員
は
16
・
52
％
。
今
後

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
で
の
消
費
活
性
化
や
、
健
康

保
険
証
と
し
て
活
用
で
き
る
の
で
周
知
す
る
。

　

令
和
２
年
か
ら
始
ま
る
、
小
学
校
英
語
教
育
指
導

の
内
容
は
。

　

新
学
習
指
導
要
領
が
完
全
実
施
と
な
る
が
、
移
行

期
間
指
導
計
画
に
基
づ
き
、
現
在
指
導
を
行
っ
て
い

る
。

　

小
学
校
英
語
教
育
の
方
法
・
方
針
・
目
標
に
つ
い

て
の
考
え
は
。

　

英
語
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
配
置
し
て
先
生
方
の
負
担

軽
減
に
取
り
組
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
の
育
成
を

英
語
教
育
の
核
と
捉
え
、
小
中
学
校
連
携
指
導
が
重

要
と
考
え
て
い
る
。「
聞
く
・
読
む
・
書
く
・
話
す
」

能
力
の
向
上
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

※
そ
の
他
、
道
の
駅
「
人
吉
」
の
今
後
の
取
り
組
み

と
し
て
、
ち
び
っ
こ
広
場
の
充
実
と
、
古
民
家
を

生
か
し
た
石
野
公
園
整
備
を
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
質
問
・
要
望
を
し
ま
し
た
。

国
土
強
靱
化
地
域
計
画
に
つ
い
て　

他

保
育
行
政
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

普
及
に
つ
い
て

令
和
２
年
、始

ま
る
小
学
校
英
語
教
育

宮原　将志

豊永　貞夫

福屋　法晴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問問

問問

問問

答答答

答答

答答

一
般
質
問
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石
野
公
園
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
対
応
は
。

　

物
産
館
横
の
身
障
者
駐
車
場
を
高
齢
の
方
や
妊

婦
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
使
用
す
る
方
も
利
用
可
能
と
し

て
い
る
。

　

石
野
公
園
官
民
連
携
調
査
内
容
は
。

　

公
園
整
備
事
業
内
容
や
官
民
連
携
の
手
法
な
ど
、

本
事
業
化
に
向
け
た
計
画
資
料
と
し
て
整
理
し
取
り

ま
と
め
る
も
の
。
事
業
契
約
ま
で
手
順
を
追
っ
て
進

め
た
い
。

　

吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
対
象
建
物
の
現
状
及
び

対
応
に
つ
い
て
は
。

　

ア
ス
ベ
ス
ト
吹
付
け
剤
使
用
の
可
能
性
が
あ
る
建

物
件
数
は
３
１
１
件
。
今
後
、
全
件
に
補
助
制
度
内

容
を
説
明
し
申
請
し
て
も
ら
う
よ
う
対
応
。

※
そ
の
他
、
道
の
駅
「
人
吉
」、 

コ
ミ
セ
ン
の
空
調
設

備
、
市
庁
舎
の
ト
イ
レ
手
す
り
設
置
に
つ
い
て
質

問
し
た
。

　

民
有
地
で
の
災
害
被
害
や
生
活
道
路
上
の
樹
木
の

伐
採
等
、
災
害
予
防
対
策
に
公
的
支
援
は
で
き
な
い

か
。

　

市
が
行
う
災
害
復
旧
工
事
は
、
基
本
的
に
は
市
が

所
有
管
理
し
て
い
る
土
地
・
建
物
に
限
り
行
う
。
例

え
ば
、
市
道
上
に
民
地
か
ら
土
砂
が
流
出
し
て
、
車

両
等
の
通
行
を
阻
害
し
た
場
合
や
、
竹
や
樹
木
が
道

路
に
倒
れ
て
通
行
に
支
障
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
道

路
管
理
者
と
し
て
市
が
行
う
が
、
民
有
地
に
対
す
る

処
置
は
行
わ
な
い
。

　

自
主
避
難
所
及
び
指
定
避
難
所
の
運
営
は
、
誰
が

担
っ
て
い
る
の
か
。

　

自
主
避
難
所
は
、
町
内
会
の
判
断
や
市
の
要
請
で

開
設
す
る
避
難
所
で
、
町
内
会
が
運
営
す
る
。
指
定

避
難
所
は
、
市
が
避
難
勧
告
や
避
難
指
示
を
発
令
し

て
、
避
難
所
と
し
て
開
設
す
る
施
設
で
、
市
が
運
営

を
行
う
。

　

生
ご
み
の
減
量
に
効
果
の
高
い
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー

の
仕
組
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
補
助
対
象
に
な

る
か
。

　

台
所
の
流
し
台
に
あ
る
排
水
口
の
下
に
設
置
し
、

調
理
く
ず
等
細
か
く
粉
砕
し
て
水
と
一
緒
に
排
水
管

に
流
し
出
す
生
ご
み
処
理
機
で
、
直
接
投
入
型
と
処

理
槽
付
き
の
２
種
類
。
補
助
対
象
に
つ
い
て
は
、
処

理
槽
付
き
は
固
形
物
と
水
分
に
分
け
、
水
分
の
み
を

下
水
道
や
浄
化
槽
に
流
す
装
置
で
、
生
ご
み
処
理
機

と
同
等
の
も
の
と
し
て
補
助
対
象
と
な
る
と
考
え

る
。
直
接
投
入
型
で
、
直
接
浄
化
槽
に
流
す
も
の
は

補
助
に
該
当
す
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
が
、
直
接

下
水
道
に
流
す
も
の
は
、
排
水
状
況
等
の
関
係
も
あ

る
の
で
、
水
道
局
で
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
検
討
し

た
い
。

※
そ
の
他
、
デ
タ
ポ
ン
の
利
活
用
も
質
問
。

ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク

石
野
公
園
に
つ
い
て　

他

災
害
被
害
に
お
け
る
公
助

及
び
避
難
所
の
運
営

生
ご
み
の
減
量
に
つ
い
て

徳川　禎郁

平田　清吉

宮﨑　　保

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問問

問問

問

答答答

答答

答

一
般
質
問
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行
財
政
健
全
化
計
画
に
向
け
て
基
金
の
状
況
を
説

明
さ
れ
た
が
、
財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金
が
、
こ

こ
ま
で
減
少
し
た
理
由
は
何
か
。

　

国
の
制
度
改
正
に
よ
る
地
方
負
担
増
が
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
普
通
交
付
税
の
大
幅
な
減
額
や
、
障
害

者
総
合
支
援
法
に
伴
う
自
立
支
援
に
要
す
る
経
費
や

認
定
こ
ど
も
園
制
度
に
伴
う
経
費
な
ど
に
対
し
て
地

方
負
担
が
増
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
高
齢
化
に
伴
う

介
護
保
険
事
業
や
後
期
高
齢
者
医
療
な
ど
の
経
費
増

も
継
続
的
に
基
金
取
り
崩
し
の
要
因
と
な
っ
て
い

る
。

　

今
回
、
任
意
補
助
金
を
一
律
10
％
削
減
と
あ
る
が
、

補
助
金
を
活
用
さ
れ
て
い
る
団
体
に
対
す
る
説
明

は
。

　

関
係
部
署
か
ら
財
政
状
況
等
を
含
め
、
丁
寧
な
説

明
を
行
い
理
解
を
求
め
る
。

　

行
財
政
健
全
化
計
画
に
は
、
ゴ
ミ
袋
の
値
上
げ
、

コ
ミ
セ
ン
な
ど
の
使
用
料
の
値
上
げ
、
保
育
料
の
値

上
げ
、
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
教
室
の
廃
止
、
敬
老
祝
金
の

見
直
し
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
自
治
体
の
一
番
の

仕
事
は
、
住
民
の
く
ら
し
・
福
祉
を
守
る
こ
と
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
か
。

　

住
民
の
幸
福
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
、
責
務
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

新
市
庁
舎
建
設
の
規
模
を
縮
小
し
、
市
民
へ
の
負

担
増
、
サ
ー
ビ
ス
減
は
や
め
る
べ
き
。
健
全
化
計
画

が
出
た
以
後
、
他
の
自
治
体
と
の
比
較
検
討
を
行
っ

て
い
な
い
。
建
設
見
直
し
の
検
討
の
余
地
は
な
い
と

い
う
根
拠
は
。

　

議
会
と
も
議
論
を
重
ね
、
公
共
施
設
総
合
管
理
計

画
に
も
適
合
し
、
国
・
県
と
も
協
議
を
重
ね
、
一
般

単
独
災
害
復
旧
事
業
債
に
も
適
合
し
て
い
る
。

　

難
聴
が
認
知
症
の
リ
ス
ク
に
つ
な
が
る
と
い
う
認

識
は
あ
る
か
。

　

厚
生
労
働
省
で
も
、
補
聴
器
を
用
い
た
聴
覚
障
害

の
補
正
に
よ
る
認
知
機
能
低
下
予
防
を
検
証
す
る
研

究
を
、
平
成
30
年
度
か
ら
開
始
し
て
い
る
。

　

独
自
に
補
聴
器
購
入
助
成
を
実
施
し
て
い
る
自
治

体
は
い
く
つ
あ
る
か
。　
　
　
　

　

全
国
で
20
自
治
体
。

　

補
聴
器
を
普
及
さ
せ
る
と
、
高
齢
に
な
っ
て
も
生

活
の
質
を
落
と
さ
ず
心
身
と
も
に
健
康
に
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
、
う
つ
病
や
認
知
症
の
予
防
、
健
康
寿
命

を
伸
ば
し
医
療
費
の
抑
制
に
も
効
果
が
あ
る
。
本
市

で
も
中
等
度
の
難
聴
者
に
補
聴
器
購
入
の
助
成
制
度

を
つ
く
る
考
え
は
な
い
か
。　
　
　
　

　

先
行
自
治
体
な
ど
全
国
の
動
向
は
注
視
し
て
い
く

が
、
現
時
点
で
は
大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。

行
財
政
健
全
化
計
画
に
つ
い
て

市
民
へ
の
負
担
増
・

サ
ー
ビ
ス
減
の
中
止
を

中
等
度
難
聴
者
へ
の

補
聴
器
購
入
助
成
制
度
を

大塚　則男

本村　令斗

塩見　寿子

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問

問問問

答答

答答

答答答

一
般
質
問



(9)

　

県
内
消
防
本
部
を
一
元
化
し
、
県
下
１
本
部
体
制

と
す
る
県
消
防
力
強
化
推
進
計
画
案
に
基
づ
く
消
防

の
広
域
化
に
つ
い
て
、
市
長
の
考
え
は
。　
　
　

　

第
一
に
優
先
す
べ
き
は
地
域
住
民
の
安
全
・
安
心

の
確
保
。
救
急
件
数
の
増
加
、
災
害
対
応
な
ど
、
対

応
で
き
な
い
事
態
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関

係
自
治
体
と
協
力
で
き
る
部
分
は
協
力
し
て
い
く
。

　

浄
化
槽
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
、
浄
化
槽
処
理

促
進
区
域
と
公
共
浄
化
槽
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

ま
た
、
促
進
区
域
指
定
を
推
進
す
る
考
え
は
。

　

公
共
浄
化
槽
は
、
市
町
村
が
促
進
区
域
内
居
住
者

の
た
め
に
設
置
し
、
管
理
を
行
う
も
の
。
推
進
に
つ

い
て
は
、
地
域
住
民
の
方
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
や
設
置

同
意
の
可
否
、
費
用
対
効
果
な
ど
十
分
な
調
査
・
検

討
が
必
要
。

　
「
中
核
工
業
用
地
」
の
再
生
計
画
期
限
が
、
今
年

度
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、
無
理
と
判
断
し
た
場
合
、

市
民
ヘ
の
説
明
は
ど
う
す
る
の
か
。

　

遅
く
と
も
来
年
３
月
ま
で
に
は
判
断
す
る
必
要
が

あ
る
。
議
会
に
報
告
、
説
明
し
、
周
辺
の
大
畑
矢
岳

校
区
の
住
民
に
説
明
会
な
ど
を
開
く
と
と
も
に
、
そ

の
他
の
市
民
に
も
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
広
く
知

ら
せ
、
説
明
を
す
る
。

　

小
規
模
事
業
者
の
事
業
承
継
問
題
に
対
し
て
、
人

吉
商
工
会
議
所
と
と
も
に
推
進
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

　

事
業
承
継
問
題
は
喫
緊
の
課
題
と
認
識
し
て
い

る
。
連
携
を
強
化
し
、
事
業
承
継
対
策
事
業
に
取
り

組
む
。

※
そ
の
他
、
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
に
対
す
る
避
難

行
動
周
知
方
法
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

　

い
ま
だ
に
電
話
予
約
が
で
き
ず
直
接
予
約
の
病
院

が
あ
る
。
市
民
、
中
で
も
高
齢
者
や
タ
ク
シ
ー
利
用

者
は
大
変
困
っ
て
い
る
が
対
策
は
。

　

医
師
会
等
の
意
見
交
換
等
で
、
貴
重
な
意
見
と
し

て
伝
え
て
い
き
た
い
。

　

高
齢
者
対
策
の
一
環
と
し
て
「
玄
関
か
ら
玄
関
ま

で
の
乗
合
タ
ク
シ
ー
」
の
運
行
を
し
て
ほ
し
い
が
ど

う
か
。

　

現
状
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
関
係
機
関
と
協
議
を

進
め
て
い
き
た
い
。

　

市
民
と
議
会
と
の
意
見
交
換
会
で
、
市
民
か
ら
市

と
の
意
見
交
換
の
機
会
が
少
な
い
と
聞
く
。
も
っ
と

積
極
的
な
対
応
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

機
会
を
捉
え
て
意
見
交
換
の
場
を
設
け
、
情
報
提

供
し
て
い
き
た
い
。

※
そ
の
他
、
市
長
の
政
治
姿
勢
・
選
挙
公
約
の
実
現
・

行
財
政
健
全
化
計
画
等
に
つ
い
て
、
詳
細
に
質
問

し
た
。

県
内
の
消
防
の
広
域
化
と

浄
化
槽
に
つ
い
て

「
中
核
工
業
用
地
の
再
生
計
画
」

判
断
は

市
民
の
声
か
ら

犬童　利夫

井上　光浩

高瀬　堅一

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問

問問

問問問

答答

答答

答答答

一
般
質
問
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
委
託
の
理
由
は
。

　

人
材
の
確
保
及
び
ス
キ
ル
の
蓄
積
に
よ
る
機
能
強

化
、
高
齢
者
支
援
の
担
保
と
安
定
化
、
高
齢
者
福
祉

施
策
の
推
進
、
効
率
的
な
運
営
の
た
め
。

　

教
育
の
喫
緊
の
課
題
と
は
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
か
ら
全
国
平
均
と
の

差
。
読
書
な
ど
の
時
間
も
少
な
く
理
解
度
を
深
め
る

必
要
が
あ
る
。
画
一
教
育
か
ら
個
別
化
の
検
討
も
必

要
。
教
職
員
不
足
と
働
き
方
改
革
は
、
実
態
に
応
じ

た
適
切
な
人
員
配
置
と
教
職
員
の
資
質
向
上
に
向
け

県
と
連
携
し
て
取
り
組
む
。

　

行
財
政
健
全
化
と
新
市
庁
舎
建
設
こ
れ
か
ら
の
検

討
課
題
は
。

　

本
体
工
事
か
ら
分
離
し
た
項
目
を
可
能
な
限
り
検

討
し
て
い
く
。

※
そ
の
他
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
質
し
た
。

　

警
戒
レ
ベ
ル
４
全
員
避
難
の
時
、
各
町
内
公
民
館

な
ど
指
定
避
難
所
以
外
へ
の
食
事
の
提
供
は
あ
っ
た

の
か
。

　

今
回
、
７
月
３
日
の
梅
雨
前
線
に
伴
う
大
雨
の
避

難
者
へ
は
配
付
し
た
。

　

警
戒
レ
ベ
ル
３
自
主
避
難
が
長
期
化
し
た
場
合
、

飲
食
の
提
供
基
準
の
変
更
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
ま

た
、
持
ち
込
み
が
負
担
に
な
る
ポ
ッ
ト
や
急
須
の
準

備
は
で
き
な
い
か
。

　

飲
食
は
指
定
避
難
所
で
は
可
能
。
ポ
ッ
ト
や
急
須

は
検
討
す
る
。

　

避
難
弱
者
が
主
な
対
象
で
あ
る
警
戒
レ
ベ
ル
３
自

主
避
難
時
に
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
椅
子
や
ベ
ッ
ド

が
準
備
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
要
介
護
者
は
ど
こ

に
避
難
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

簡
易
ベ
ッ
ド
は
あ
る
が
、
短
期
避
難
に
は
対
応
で

き
て
い
な
い
。
福
祉
避
難
所
を
６
施
設
に
依
頼
し
て

い
る
。

　

基
金
不
足
と
な
る
予
測
は
。

　

認
識
は
し
て
い
た
が
、
社
会
保
障
費
の
増
嵩
な
ど

抜
本
的
解
決
が
困
難
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　

計
画
作
成
の
指
示
は
い
つ
か
。　
　
　
　

　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
取
り
組
み
と
し
て
、
５
月
上
旬

に
指
示
を
し
た
。

　

財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
が
、
何
を

や
っ
て
き
た
の
か
。　
　
　
　

　

機
会
を
見
な
が
ら
、
既
存
事
業
の
見
直
し
を
し
て

き
た
。
基
金
が
枯
渇
す
る
の
で
、
標
準
財
政
規
模
の

５
％
を
確
保
す
る
財
政
計
画
を
策
定
し
た
。

　

今
後
の
人
吉
市
の
舵
取
り
役
の
責
任
は
ど
う
感
じ

て
い
る
の
か
。

　

行
財
政
改
革
は
大
き
な
柱
の
一
つ
。
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
質
を
維
持
す
る
た
め
、
民
間
へ
の
委
託
等
を
積

極
的
に
進
め
、
行
財
政
改
革
が
一
過
性
の
も
の
と
な

ら
な
い
よ
う
取
り
組
む
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と

教
育
の
喫
緊
の
課
題　

他

災
害
時
避
難
所
の
体
制
に
つ
い
て

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

松村　　太

西　　洋子

池田　芳隆

動 画 視 聴

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問問問

問問問

問問問問

答答答

答答答

答答答答

一
般
質
問
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…令和元年９月定例会の議案等の議決結果…

…令和元年９月定例会の請願・陳情等の議決結果…

…令和元年７月臨時会の議案等の議決結果…

付託委員会 件　　　　名 議 決 結 果
総務文教委員会 大畑駅の給水塔を国鉄時代の史料館として使用するための許可を求める陳情書 継 続 審 査

経済建設委員会 農道整備(拡幅・舗装)に関する陳情書 不 採 択

厚 生 委 員 会 熊本地震被災者の住まい再建に関する陳情 継 続 審 査

番　号 件　　　　名 議 決 結 果
議第59号 令和元年度　人吉球磨地域交通体系整備特別会計補正予算(第１号) 原 案 可 決

議案
番号

議員氏名

議案

松
村　
　

太

徳
川　

禎
郁

池
田　

芳
隆

牛
塚　

孝
浩

西　
　

洋
子

宮
原　

将
志

塩
見　

寿
子

高
瀬　

堅
一

宮
﨑　
　

保

平
田　

清
吉

犬
童　

利
夫

井
上　

光
浩

豊
永　

貞
夫

福
屋　

法
晴

本
村　

令
斗

田
中　
　

哲

大
塚　

則
男

西　

信
八
郎

議　決
結　果

議第
60号

令和元年度　人吉市一般会計補
正予算(第３号) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 原案可決

議第
97号

副市長の選任につき同意を求め
ることについて 無記名投票の結果　賛成「８票」・反対「９票」 不同意

…｢表決が割れた｣議案とその議員別表決…議員別表決
賛否が分かれたもののみを掲載しております。

○：議案に対して賛成　　●：議案に対して反対　　／：議長は表決に加わりません

番　号 件　　　　名 議決結果 番　号 件　　　　名 議決結果

議第60号 令和元年度　人吉市一般会計補正予算(第３号) 原案可決 議第80号 人吉市職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について 原案可決

議第61号 令和元年度　人吉市国民健康保険事業特別会計
補正予算(第１号) 原案可決 議第81号

人吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情
報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議第62号 令和元年度　人吉市後期高齢者医療特別会計補
正予算(第１号) 原案可決 議第82号 人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 撤 回

議第63号 令和元年度　人吉市介護保険特別会計補正予算
(第２号) 原案可決 議第83号 人吉市消防団条例の一部を改正する条例の制定

について 原案可決

議第64号 令和元年度　人吉市水道事業特別会計補正予算
(第２号) 原案可決 議第84号 人吉市立教育研究所設置条例の一部を改正する

条例の制定について 原案可決

議第65号 令和元年度　人吉市公共下水道事業特別会計補
正予算(第１号) 原案可決 議第85号 人吉市公民館条例の一部を改正する条例の制定

について 原案可決

議第66号 令和元年度　人吉市工業用地造成事業特別会計
補正予算(第１号) 原案可決 議第86号 人吉市指定文化財等保存活用専門会議条例の制

定について 原案可決

議第67号 平成30年度人吉市水道事業特別会計利益の処
分及び決算の認定について 継続審査 議第87号 人吉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 原案可決

議第68号 平成30年度人吉市公共下水道事業特別会計利
益の処分及び決算の認定について 継続審査 議第88号 人吉市消費生活センターの組織及び運営等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議第69号 人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に
関する条例の制定について 原案可決 議第89号 人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議第70号 人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に
関する条例の制定について 原案可決 議第90号 人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 原案可決

議第71号 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関す
る条例の制定について 原案可決 議第91号 人吉市子ども・子育て基本条例の一部を改正す

る条例の制定について 原案可決

議第72号 人吉市職員の退職手当の支給に関する条例の一
部を改正する条例の制定について 原案可決 議第92号 人吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議第73号 公益的法人等への人吉市職員の派遣等に関する
条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議第93号 人吉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議第74号 人吉市職員の分限に関する手続及び効果に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議第94号 人吉市景観条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 原案可決

議第75号 人吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議第95号 損害の賠償について 原案可決

議第76号 人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議第96号 損害の賠償について 原案可決

議第77号 人吉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 原案可決 議第97号 副市長の選任につき同意を求めることについて 不同意

議第78号 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例の制定について 原案可決 議第98号 教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について 任命同意

議第79号 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について 原案可決 議第99号 平成30年度　人吉市歳入歳出決算認定につい

て 継続審査




